
 

 

 

 

働き方改革、推進中！ 

校長  熊谷 壽    

近年テレワークや短時間勤務、フレックスタイムなど個々の働き方への意識が変化していくとともに、柔軟な

勤務形態が求められています。一例として大同生命保険株式会社はパソコンの自動シャットダウン時刻を設定し、

１９時退社を徹底させたり、男性の育児休業取得率１００％を達成していたりしているそうです。 

令和５年９月、「『教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策（提言）』を踏まえた取組の徹

底等について（通知）」が文部科学省から発出されました。これを受けて県や市からも、学校における授業時数

や学校行事の在り方を見直すよう通知がありました。これまでも様々な提言や通知がありましたが、今回の通

知によって、これまで以上に改革を推進することが求められました。そもそも、この働き方改革の主たる目的

は単に勤務時間を短くすることではなく、「学校教育の質の維持向上・子供たちのさらなる健全育成」にあり、

子供たちと教師が向き合う時間を増やすことです。そのためには、子供たちに向き合う職員のメンタルヘルス

の維持や学校・教師が担う業務を精選することが必要です。 

思えば、令和２年２月末に全国一斉臨時休校の要請がなされてから、コロナ禍において学校教育を行うこと

は苦難の連続でした。それまでの教育活動を全面的に見直して、削減や修正、場合によっては中止するなどの

対応を積み重ねてきました。コロナ以前と比べて精査・検討・協議のために費やした時間は膨大であり、様々

な改革に取り組む中で教職員が疲弊していく状況にもありました。 

一方、令和５年５月にコロナ５類移行を受けて大幅な制限解除となってからも、働き方改革は止むことなく

続いており、本校において今年度中に修正・変更したこともありました。今までに取り組んだ業務改善の具体

例は、以下のとおりです。 

・在校時間把握のためタイムレコーダーの導入 ・留守番電話の設置  

・業務内容を分担するための教職員以外の人材の配置（教員業務支援員、大学生ボランティア） 

・学校行事の精査（行事そのもののねらいを見直し、実施時数に加え、事前の準備のための時数も削減） 

本校教職員は、業務内容の見直しに真摯に取り組んでいます。また、保護者・地域の皆様方のご理解ご協力

もあって、時間外の在校時間縮減を実現してきています。各年度の平均値の推移をみても、令和３年度３９：

５７→令和４年度３３：４０→令和５年度４～１２月２９：０５という状況になっています。 

令和６年度においても、働き方改革に取り組みます。主な変更点と期待する成果は以下のとおりです。 

○個人面談の実施時期を１学期中から夏休み中に変更する。 

→直接保護者様にお子様の１学期の成果と課題を具体的にお伝えすることができます！ 

○１年生は、月曜日を４時間授業とする。 

○同様に、２年生は、火曜日１・２学期を５時間、３学期を６時間授業とする。 

→１、２年担任は教材研究や学校運営に関わる校務、学級事務に当たることができ、総じて他学年

の教師の業務改善につながります！ 

「学びワクワク 笑顔キラキラ 元気モリモリ 在家っ子」のために、働き方改革を推進しつつ、教職員 

一丸となって子供たちの成長を願い、教育活動の充実を目指して取り組みます。皆様方におかれましては、 

趣旨をご理解いただきご協力いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。 

在家小だより 
学校教育目標  ・かしこく ・やさしく ・たくましく       HPは 

児童数   男子１６５名 女子１８１名 ３４６名      こちら 

［学びワクワク 笑顔キラキラ 元気モリモリ 在家っ子］ 

令和５年度２月号 

 



 

住所 川口市安行領在家 323番地 TEL (048)295-7955 FAX (048)295-7966 

学校目標

生活目標

保健目標

給食目標

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 木
集金日　講話集会
委員会活動なし　４～６年６時間授業 14:35 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25

2 金 14:35 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25

3 土

4 日

5 月
放課後子供教室

14:15 14:15 15:05 15:05 15:05 15:05

6 火 14:35 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25

7 水
PTA理事会・本部会

14:35 14:35 15:25 15:25 15:25 15:25

8 木
川口国語チャレンジ
読書タイム・読み聞かせ（２３４年）

クラブ活動（３年生見学）
14:35 14:35 15:35 15:35 15:35 15:35

9 金
古紙・寄贈本回収日

下校指導 14:35 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25

10 土

11 日
祝　建国記念の日

おやじの会　焼いもタイム

12 月
振替休業日

13 火
１２年授業参観・懇談会
校内書きぞめ展週間 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25 15:25

14 水
３４年授業参観・懇談会
６年心肺蘇生法講習会（２３校時） 14:35 14:35 14:35 14:35 15:25 15:25

15 木
八の字とび集会

クラブ活動（最終） 14:35 14:35 14:35 15:35 15:35 15:35

16 金
５年授業参観・懇談会
５年フィールドワーク（授業参観時） 14:35 14:35 14:35 15:25 14:35 15:25

17 土

18 日

19 月 14:15 14:15 15:05 15:05 15:05 15:05

20 火
なかよしグループありがとう交流会

14:35 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25

21 水
なかよしグループありがとう交流会予備日

14:35 14:35 15:25 15:25 15:25 15:25

22 木
児童会任命集会　通常日課５時間授業

14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35

23 金
祝　天皇誕生日

24 土

25 日

26 月
放課後子供教室

14:15 14:15 15:05 15:05 15:05 15:05

27 火
６年ありがとう会食

14:35 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25

28 水 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25 15:25

29 木
講話集会
委員会活動（最終） 14:35 14:35 14:35 14:35 15:35 15:35

1 金
６年授業参観・懇談会 14:35 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25

2 土

令和５年度　２月　児童下校予定表　※変更になる場合があります

○かしこく　　○やさしく　　○たくましく

外で元気に遊ぼう

姿勢を正して学習しよう

食べ物について知ろう

日 曜 主　な　校　内　行　事　等
下校時刻

３月１日（金）の予定



今後の在籍児童数については、令和６年度の学級数を決定する上で大変重要となります。 

年度末にかけて、転居（学区内、学区外、海外出国など住居を異動する）を予定されるご家庭がありました

ら、担任または教頭までご連絡ください。 

 

 

 

 

１日 （金） ６年授業参観・懇談会 

６年巣立ちの会 

１８日 （月） 給食最終日 

５日 （火） 新年度通学班会議・一斉下校 

（５校時） 

１９日 （火） 全学年特別日課４時間授業 

８日 （金） ６年生を送る会 ２２日 （金） 第４２回卒業証書授与式 

１～５年 臨時休業日 

１２日 （火） １年校外学習 ２５日 （月） 全学年特別日課４時間授業 

６年臨時休業日 

１３日 （水） 教育相談日 ２６日 （火） 修了式 全学年特別日課４時間授業 

６年臨時休業日 

１４日 （木） 卒業式予行  

 

 

第６４回埼玉県小中学校児童生徒美術展北足立南地区展 

【特選】 

 

【入選】 

 

 

 

 

 

令和 5年度 第１7回 川口こども造形展 

【入選】 

 

 

 

 

令和５年度身体障害者福祉のための第 65回埼玉県児童生徒美術展覧会 

【入選】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月４日（月）～１８日（月）まで 

全学年５時間授業になります。 

転居の予定について 



 SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）とは、インターネット上でユーザー同士がつながり、情

報を共有できるサービスです。近年低年齢化が進み、情報モラルを知らない子供たちが利用し、肖像権や誹

謗中傷等のトラブルが多く発生しています。本校においては、「令和５年度在家小ネット利用ルール」を作

り、各家庭の約束づくりの一助となるよう啓発を行っています。以下に主な SNS 等の年齢制限について、

ご紹介します。改めてご家庭の利用について、話題にしてください。 

主な SNS等の利用、写真や動画の撮影・アップロードについて 

・TikTok（ティックトック）…１３歳以上（１２歳以下の児童の閲覧は禁止されている） 

・Instagram（インスタグラム）…１３歳以上（１２歳以下はアカウントを作成できない） 

・X（エックス）（旧 Twitter・ツイッター）…１３歳以上（１２歳以下は保護者の同意が必要） 

・Line（ライン）…推奨年齢１２歳以上 

・Youtube（ユーチューブ）…１３歳未満の子供は視聴をするのに制限がかかる。（「googleファミリーリ

ンク」を使用することで管理できる。） 

県では性暴力等犯罪被害専用相談電話「アイリスホットライン」により、２４時間３６５日の相談受付や

オンライン相談、web 相談受付など、いつでも相談が受けられる体制を整備しているところです。以下に窓

口相談についての資料を記載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な SNS等の利用、年齢制限について 

 

アイリスホットラインについて 

 


